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１．はじめに 

2000 年に「高齢者，身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通

バリアフリー法）」が施行され，駅等の旅客施設およ

びその周辺におけるバリアフリー化は重要な課題と

なっている． 

駅前ペデストリアンデッキに代表される立体横断

施設については，「人にやさしい歩道橋計画設計指

針」1)が 1998 年に定められ，ユーザの使用性に配慮

したものが架設されてきている．しかし，立体横断

施設に関わる技術者が多様性なユーザの特性を的確

に把握することは容易ではなく，立体横断施設の多

くは歩行困難者にとって大きなバリアとなっている． 

そこで本研究では，立体横断施設のユニバーサ

ル・デザイン（UD）を目指して，工業製品を対象に

提案されているUDのためのガイドライン2)を参考に，

立体横断施設を対象とした UD ユーザ分類表および

UD マトリクスの作成を行った． 

 

２．ユニバーサル・デザイン 3) 

 UD の概念は，1990 年代に入ってから，アメリカ

のノースカロライナ州立大学ユニバーサル・デザイ

ン研究所所長のロン・メイス氏らによってまとめら

れた「ユニバーサル・デザインの７原則」が公表さ

れたことにより明確になったと言われている．UD の

定義と 7 原則の訳は以下のようである． 

定義：多様なニーズを持つユーザに，公平に満足

を提供できるような製品，環境や情報をデザインす

ること． 

7 原則：①誰にでも使用でき，入手できること，

②柔軟に使えること，③使い方が容易に分かること，

④使い手に必要な情報が容易に分かること，⑤間違

えても重大な結果にならないこと，⑥少ない労力で

効率的に，楽に使えること，⑦アプローチし，使用

するのに適切な広さがあること． 

立体横断施設の UD においては，これらの原則とと

もに架設現場の状況や建設費，維持管理費，等を含

めた検討が必要となる． 

 

３．UD ユーザ分類表 

UD では，身体障害者や高齢者だけでなく全ての年

齢や能力の人々が対象ユーザである．しかし，一言

で全ての年齢や能力の人々と言ってもその特性は多

様である．また，これまでのような高齢者や車椅子

使用者，視覚障害者といったユーザの分類では重複

障害者が対象ユーザから外れる場合も考えられる． 

そこで，立体横断施設の UD において対象となるユ

ーザをできるだけ抽出するために，配慮すべき機能

別にユーザを分類・整理して，UD ユーザ分類表を作

成した．UD ユーザ分類表は，各列に配慮すべき機能

等を並べ，各行に緩やかに分類したユーザ事例を並

べて，交差するセルには想定されるユーザを列挙し

たものである（表-1）． 

立体横断施設において，配慮すべき機能は，①視

覚機能，②聴覚機能，③運動機能，④体格，⑤認知

機能，⑥その他の心身機能，⑦文化，⑧周囲（ユー

ザ以外）とし，これらをユーザグループとした．ユ

ーザ事例は，①特別な配慮を必要としない人，②加

齢に伴う配慮が必要な人，③機能制限のある人，④

少数派の人，⑤補助具・装身具の使用者，⑥自転車

の使用者，⑦一時的制限のある人，⑧特別な環境・

状況下にいる人，⑨子供，⑩その他，とした．また，

配慮すべき機能はさらに細分化し，視覚機能は視

力・色覚，運動機能は動作・筋力・利き側に分けた． 

これより，例えば，配慮すべき機能が「運動機能/

動作」で，ユーザ事例が「補助具・装身具の使用者」

のセルには，「車椅子，杖･松葉杖，乳母車，手押し

車，義手・義足，手袋」を記入している．
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表-1 UD ユーザ分類表 

 

４．UD マトリクス 

UD ユーザ分類表に示された様々なユーザについ

て UD の要求事項を抽出するために，ユーザの行動を

細かく分析して UD マトリクスを作成した．UD マト

リクスは，各列には UD ユーザ分類表の列に用いたユ

ーザグループを並べ，各行には基本タスクとそれに

従った個別タスクを並べて，交差するセルには対応

するユーザグループの個別タスクに対する UD の要

求事項を記入したものである． 

基本タスクは，準備，作業開始，入力（感覚・知

覚），認知・判断・理解，操作，作業開始，フォロー・

メンテナンスから構成され，各種製品の操作タスク

としてほぼ共通である．立体横断施設についても，

ユーザの行動を分析してこの基本タスクに基づいた

具体的な個別タスクを示すことができ，これにより

行動の連続性を確保することができる． 

しかし，立体横断施設における個別タスクは一通

りではない．そこで，個別タスクを，①居場所・周

辺情報の認知，②平面移動，③上下移動，④隣接す

る構造物への移動，⑤バスに乗る，⑥タクシーに乗

る，の６要素に分類し，要素ごとに UD マトリクスを

作成した． 

表-2 に，階段による上下移動の UD マトリクスを

示す．階段の個別タスクは，階段の前に立つ→階段

を移動する→踊り場を移動する→階段を移動する→

目的階に着く，となる．そして，個別タスクの「階

段を移動する」に対して「視覚機能に配慮すべきユ

ーザ」からの要求事項は，「視覚に頼らず移動方向が

分かる，視力が弱くても階段の段鼻位置が分かる，

色覚が弱くても階段の段鼻位置が分かる」，のように

なる． 

周囲への
配慮

聴覚機能
その他の
機能

ユーザ以
外

A B C D E F G H Ｉ J K L M N O

視力低下 色弱 筋力低下 利き手 呼吸器系

老眼 色盲 利き目 消化器系

白内障 白内障 聴覚障害 利き足 泌尿器系

近視

弱視

全盲 行動特性

ふるえ 心理特性

マヒ

欠損

・杖使用者

・左利き ・外国人 ・外国人

・左目利き

・メガネ ・補聴器 ・車椅子

・眼帯 ・乳母車

・白杖 ・手押し車

・手袋

・妊婦 ・負傷者 ・妊婦 ・妊婦

・負傷者

・和装の人

・未経験者

配慮すべき機能など

想定されるユーザ事
例

視覚機能 運動機能 体格 認知機能 文化

老人性難
聴

可動域制
限

10 その他

7
一時的制限のあ
る人

8
特別な環境・状況
下にいる人

子供9

スピード低
下

器用さの
低下

5
補助具・装身具の
使用者

3
機能制限のある
人

4 少数派の人

特別な配慮を必
要としないユーザ

1

・片目障害
者

ユーザ間
の影響

介護・被介
護者

体温調節
機能

他人の迷
惑

視力 色覚 聴力 動作 筋力 利き側
他の心身
機能

使用言語 生活様式寸法 体重 姿勢 知識・判断
周囲の人
への影響

・視覚障害
者

・色覚障害
のある人

・聴覚障害
のある人

・車椅子使
用者

・知的障害
のある人

・高齢者 ・高齢者 ・高齢者

知的障害

・正常な姿
勢がとれな
い人

・車椅子使
用者

・手足に障
害のある
人

・アレル
ギーのあ
る人

・特定のも
のに嫌悪
感を示す
人

・関連する
寸法が特
に大きい
又は小さ
い

・とても軽
い人

・とても重
い人

・他の文化
圏で育った
人

2
加齢に伴う配慮が
必要な人

・中高年者 ・高齢者 ・高齢者

・義手，義
足

6

・コンタクト
レンズ

・色付きサ
ングラス ・杖，松葉

杖

・高齢者 ・高齢者

自転車を使用して
いる人

・天候に
よって影響
を受けてい
る人

・自転車を
使用してい
る人

・自転車を
使用してい
る人

・天候に
よって影響
を受けてい
る人

・天候に
よって影響
を受けてい
る人

・天候に
よって影響
を受けてい
る人

・両手がふ
さがってい
る人

・乳幼児を
連れた人

・自転車を
使用してい
る人

・切迫した
状況にあ
る人

・幼児，年
少者

・盲導犬を
連れた人

・聴導犬を
連れた人

・介助犬を
連れた人

・爪を伸ば
した人

・操作法を
知らない人

・幼児，年
少者

・幼児，年
少者

・幼児，年
少者

・幼児，年
少者

・構造物付
近に住ん
でいる人
（家）・ジョギン

グをしてい
る人

・ジョギン
グをしてい
る人

・用語・表
示の意味
を知らない
人

・日本語の
読めない
人

・日本語の
み読める
人

これらの個別タスクの要素に対する UD マトリク

スを組み合わせることにより，各種の立体横断施設

に応じた UD マトリクスを作成することができる． 

表-2 UD マトリクス 

・握力が弱くても手すりを
利用することができる

５．メン
テナン
スを配
慮する
こと

１．情報
入手が
容易で
あること

２．分か
りやす
いこと

３．心身
の負担
が小さ
いこと

４．安全
である
こと

・身長に関わらず手すり
を利用することができる

・手の大きさに関わらず
手すりを利用することが
できる

・杖、松葉杖使用に関わ
らず階段を移動すること
ができる

・体格に関わらず階段を
移動することができる

・身長に関わらず手すり
を利用することができる

・手の大きさに関わらず
手すりを利用することが
できる

・利き手に関わらず手す
りを利用することができ
る

・休憩できるほどのス
ペースがある

・視覚に頼らず移動方向
が分かる

・階段の見掛けの勾配
を緩和することができる

・つまずきにくい踏み
面、路面がある

・夜でも上下移動の手
段の踏み面、路面が見
える

・滑りにくい踏み面、路
面がある

・視覚に頼らず踊り場が
分かる

・視力が弱くても上下移
動の手段の乗り口が分
かる

・歩くリズムを変えず階
段を移動することができ
る

・色覚が弱くても踊り場
が分かる

・水溜りができない踏み
面、路面がある

・階段の段鼻位置が分
かる

・視力が弱くても階段の
段鼻位置が分かる

・色覚が弱くても階段の
段鼻位置が分かる

・天候に関わらず手すり
を利用することができる

・車椅子等の使用に関
わらず移動手段の前で
方向転換するだけのス
ペースがある

・車椅子使用に関わらず
踊り場で休憩することが
できる

・握力が弱くても手すりを
利用することができる

・足腰が弱くても踊り場を
移動することができる

・利き手に関わらず手す
りを利用することができ
る

上下移動の
手段を選択
する

階段の前に
立つ

入力（感

覚・知覚）

階段を移動
する(①）

認知・判

断・理解

目的階に着
く

踊り場を移
動する

階段を移動
する（①と同
様）

商品
の３側
面

UD原則 基本タスク 個別タスク

ユーザグループ

特別の配慮を必要とし
ないユーザ

視覚機能に配慮すべき
ユーザ

聴覚機
能に配
慮すべ
きユー
ザ

運動機能に配慮すべき
ユーザ

ユーザ以外
体格に配慮すべきユー

ザ

認知機
能に配
慮すべ
きユー
ザ

その他
の機能
に配慮
すべき
ユーザ

文化に
配慮す
べき
ユーザ

・上下移動の手段が分
かりやすい

・色覚が弱くても移動手
段の乗り口が分かる

・足腰が弱くても上下移
動の手段を移動すること
ができる

・車椅子使用に関わらず
上下移動の手段がある

・車椅子等の使用に関
わらず移動手段の前に
いくことができる

・視力が弱くても上下移
動の手段が分かる

・色覚が弱くても上下移
動の手段が分かる

・視覚に頼らず上下移動
の手段が分かる

・視覚に頼らず上下移動
の手段の乗り口が分か

る

・視覚に頼らず降り口が
分かる

・車椅子等が止まれるス
ペースがある

・色覚が弱くても降り口
が分かる

・視力が弱くても踊り場
が分かる

・視力が弱くても降り口
が分かる

・物が落下しないように
する

・視野が遮断されている

操作
性　使
えるこ
と

準備

作業開始

フォロー・
メンテナン
ス

作業完了

操作

 

５．おわりに 

立体横断施設を対象に，多様なユーザおよびそれ

らのユーザからの要求事項を抽出するための UD ユ

ーザ分類表および UD マトリクスを作成した． 

立体横断施設の UD は，UD マトリクスに示された

要求事項を満たすことによって実現できるが，実際

には，これらの要求事項を同時に満足するのは容易

なことではない．本研究で示した UD マトリクスを基

にして UD のためのさまざまなアイデアが出され，す

べてのユーザが満足できる立体横断施設が架設され

ることを期待したい． 
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